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災害共済給付に関する事務手続き

特に注意しておきたいポイント

Ｐ7 歯牙欠損見舞金 【R3から新設】

「歯牙の欠損」とは、永久歯が根から全部
取れてなくなったもの（喪失歯）をいいます。

令和３年４月から、１歯の歯牙欠損についても
新たに見舞金を支給することになりました。
（障害見舞金の対象となるものを除く）

令和３年４月１日以降に発生した災害に適用。



災害共済給付に関する事務手続き

特に注意しておきたいポイント

ｐ10 時効

初回の給付を受けていても、２回目以降の継続分も２
年以内に請求しないと「月ごと」に時効となります！

災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から
２年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。

給付事由が生じた日 その負傷・疾病について病院又は診療所に受診した日

時効の起算日
同一の負傷・疾病にかかる医療費の月分ごとに翌月の１０
日の翌日



災害共済給付に関する事務手続き

昨年度からの変更点

医療等の状況 【R4から押印不要】

令和４年６月に発行されるガイドブックから、
押印不要に関する記述が掲載されています。

令和４年４月１日以後の災害共済給
付に係る文書については、押印が原則
不要となりました。

詳しくは、資料「医療等の状況」の記
入方法や学校安全WEBを参照してくだ
さい。



令和５年６月発行

災害共済給付に関する事務手続き

日常の工夫ポイント

①災害共済給付についての知識

②提出書類の管理

③未提出者への声かけ

④時効の確認

⑤児童生徒の進学時、自身の異動時の引継

書類を渡したか、
受け取ったかは確実に把握を！

高校卒業後は、高校で事務手続きを行います。
治療に長い年月がかかる場合は、卒業前に必ず事務
手続きと共に時効について説明することが必要です。

書類を渡したまま、未請求になってい
る場合は、保護者の意思の確認を！



どのようなときに大きなケガが起きて
いるのか調べることができます！

災害共済給付に関する
様式等がダウンロードできます。

災害共済給付Web

災害共済給付に関する事務手続き



【参考資料】

でも視聴できます

校内でのシミュレーション研
修にも活用できます。

「解説編」と「フローチャート編」を
配布しています。御活用ください。

災害共済給付に関する事務手続き



＊３カ月に１回発行、学校種に配慮した内容になっています

教材カード

令和５年９月版

中学・高校向け小学校向け

令和６年３月版

参考資料


